
ホームページバナー広告掲載募集要項 
 

名  称  栗山町ホームページ トップページバナー広告  

規 格  

サイズ  縦 50ピクセル×横 160ピクセル  

容 量  50KB以下  

形 式  JPEG もしくは PNG形式 ※透過は不可  

アクセス件数  

月間平均約 28,300件 

令和６年度 339,608 件 

※トップページのアクセス件数です。なお、このデータは参考であ

り、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。  

広告掲載期間等  1 カ月単位での申し込みになります。 

広告掲載期間は原則として各月の 1日から末日までとします。掲載開

始日および掲載終了日が休日の場合は、日数が増減します。詳細は

「ホームページ広告掲載日程表」（次頁）をご確認ください。 

取扱担当課 栗山町総務課広報・防災グループ  

 
掲載可能な広告について  

掲載ページ・位置  広告スペース（縦×横）  枠数  データ容量  その他  

トップページ下部  縦 50ピクセル×横 160ピクセル  6枠  50KB以下  
6枠のうち位置を希望

ください。 

広告掲載が望まし

くない業種・内容  
栗山町広告掲載要綱、栗山町広告掲載基準による。  

募集内容  

募集期間 随時受け付けます。  

 

広告料 
（消費税を除く） 

1カ月  6カ月以上 12カ月未満  12カ月以上  

5,000円  22,500 円～41,250 円  30,000 円～  

@5,000 円×1 カ月  @5,000×申込月数×75％  @5,000 円×申込月数×50%  

※広告料は6ヵ月以上で25%、12カ月以上で50%の割引になります。  

データ 

提出方法  

締  切 
希望される掲載開始月の前月 10日前まで。  

（当該日が休日にあたる場合は、当該休日の前日になります。）  

形  態 データをメール添付にて提出してください。  

その他 

栗山町広告掲載要綱、栗山町広告掲載基準を遵守してください。 広告がリンクし

ているウェブページの内容についても、栗山町広告掲載基準を適用します。  

申請時は広告の見本を添付し、データ提出前に内容の審査を受けてください。 

栗山町ホームページバナー広告表現ガイドラインを遵守してください。 

町では、バナー画像の作成はいたしません。 

 



申し込みについて  

申込方法  

「栗山町広告掲載申込書」に必要事項を記入の上、広告のイメージデー

タを添えて下記申込先へメールで提出してください。  

※「栗山町広告掲載申込書」は、町ホームページからダウンロードでき
ます。  

選定方法  

同一枠の掲載面に複数の申し込みがあった場合などは抽選により決定し

ます。1ヵ月の申し込みと 2ヵ月以上の申し込みがあった場合などは、よ

り月数の多い申し込みを優先します。  

申込期間  

随時申し込みを受け付けます。ただし、希望される掲載開始月の前月 10 

日までにお申し込みください。  

（当該日が休日にあたる場合は、当該休日の前日となります。）  

申し込み問い合わせ

方法  

〒069-1512  

北海道夕張郡栗山町松風 3丁目 252番地 

栗山町総務課広報・防災グループ  

電話：0123-73-7501 Fax：0123-72-3179  

メールアドレス：kouhoubousai-g@town.kuriyama.hokkaido.jp  

その他  

①募集枠に空きが無くなり次第、募集を終了します。  

②広告掲載期間内において、同時に複数枠での申込みはできません。  

③広告主は、次の各号に該当する場合は、事前に申し出ていただく必要

があります。  

 (1)広告の掲載を取り下げるとき  

 (2)広告の内容等を変更するとき  

 (3)広告のリンク先を変更するとき  

 (4)広告のリンク先のウェブページに障害が発生したとき  

ホームページバナー広告掲載日程表  

掲載開始日  掲載終了日  

希望される掲載開始月の初日とします。ただ

し、広告掲載開始日が日曜日、土曜日、国民

の休日に関する法律（昭和 23年法律第 178 

号）に基づく休日および 12 月 31日から翌年

の 1 月 5日までの日にあたる場合は、その翌

日となります。  

希望される掲載終了月の末日とします。ただ
し、広告掲載終了日が日曜日、土曜日、国民の
休日に関する法律（昭和 23 年法律第 178号）に
基づく休日および 12月 31 日から翌年の 1月 5
日までの日にあたる場合は、その前日となりま

す。  

  

  

掲載開始について  
原則として、各月掲載開始日の午前 11時までに掲載します。掲載作業の

関係上、掲載開始時刻が遅れる場合があります。  

掲載終了について  
原則として、各月掲載終了日の翌日（当該日が休日にあたる場合は、当

該休日の翌日）午前 11時までに掲載を終了します。  



【町ホームページバナー広告掲載イメージ】トップページ下部（赤枠内）  

 


